
９９．． ドドククタターーババンンクク事事業業  
 

ドクターバンク事業(無料職業紹介事業)は岡山県医師会福祉部が平成 5 年に開設しまし

た。最近の急激な医師不足を背景に、求人医療機関・求職医師の登録を活発に募集し、ド

クターバンクの斡旋によりより多くの就職成就を推進するものです。 

 

・登録・斡旋は全て無料、登録の有効期間は登録票提出時から 1 年間。 

・なお、ドクターバンクは、医事紛争および金銭的な事項には関与せず、法的責任を負い

ません。 

・協定により、求職者本人・求職事業所責任者の同意を得られた求職・求人情報に限り、

岡山県地域医療支援センター無料職業紹介所とＮＰＯ法人岡山医師研修支援機構無料職

業紹介所へ情報提供を致します。 

 

 ドクターバンクに関する問い合わせ 

公益社団法人岡山県医師会 ドクターバンク係 

岡山県医師会ドクターバンクホームページ 

(http://www.okayama.med.or.jp/doctors/dr_bank.html)からも用紙が 

ダウンロードできます。 

（5）介護保険法＆障がい者総合支援法・社会福祉法指定 
事業者向け賠償責任保険(ウォームハート) 

１１．．ここのの保保険険のの主主旨旨  

介護保険法または障がい者総合支援法・社会福祉法の指定事業者向けの賠償責

任保険であり、指定事業者の法律上の賠償責任を包括的に補償します。 

具体的には、業務遂行や施設の所有・使用・管理に起因する身体障がいや財物

損壊、生産物や業務の結果に起因する身体障がいや財物損壊、受託管理財物の損

壊等、臨時借用自動車の事故、プライバシーの侵害等による人格権侵害・宣伝障

害、身体障がいや財物損壊を伴わない経済的損失を補償します。 

本会と損害保険ジャパン株式会社との団体契約に基づき運用されております。 

２２．．加加入入資資格格  

 岡山県医師会の会員かつ以下の運営者です。 

 ●介護保険法に定める次の事業者および施設の運営者 

「指定居宅サービス事業者」「指定居宅介護支援事業者」「指定地域密着型

サービス事業者」「指定介護予防サービス事業者」「指定地域密着型介護予防

サービス事業者」「指定介護予防支援事業者」「地域包括支援センター」「介護

保険施設」等 

 ●障がい者総合支援法に定める次の事業者および施設の運営者 

「指定障がい福祉サービス事業者」「指定相談支援事業者」「指定障がい者支

援施設」「地域活動支援センター」等 

 ●社会福祉法に定める次の事業者および施設の運営者 

「第一種社会福祉事業者」「第二種社会福祉事業者」 

 

（6）クレーム対応費用保険 
１１．．ここのの保保険険のの主主旨旨  

医師賠償責任保険では補償されないクレーム行為(インターネットでの風評被

害も含みます)に係る専門相談窓口での無料相談及び弁護士費用を補償する保険

で、本会と損害保険ジャパン株式会社との団体契約に基づき運用されております。 

具体的には受付スタッフへのクレームや治療への無理難題、セクシャルハラス

メント等により診療が阻害された場合の人的・精神的負担の増加や弁護士委任の

費用負担といった「リスク」に備えることができます。 

２２．．加加入入資資格格  

岡山県医師会の会員 

３３．．無無料料相相談談対対象象者者、、弁弁護護士士費費用用のの被被保保険険者者  

・岡山県医師会の会員 

・岡山県医師会の会員が開設する医療機関の役員、使用人およびその業務の補

助者 

・岡山県医師会の会員が理事長となっている医療法人または管理者となって 

いる医療施設の役員、使用人およびその業務の補助者 

 

 

◆  （（33））、、（（44））、、（（55））、、（（66））のの保保険険料料ななどど詳詳細細はは、、福福祉祉部部がが用用意意ししてておおりりまますすパパンンフフ

レレッットトででおお確確かかめめ下下ささいい。。  
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